
正 誤 表

○「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する入退院の届出等における記載の手引き(令和６年 12 月 13 日改訂)」について、下記のと

おり誤記がありましたので、訂正します。

※「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する入退院の届出等における記載の手引き(令和６年 12 月 13 日改訂・訂正版)」は下記について訂正済みです。

訂正箇所 誤 正

p.16 (６)

(例：８月 31 日に入院した場合、初めの入院期間は 11月 30 日まで、更

新後の入院期間は12月１日から翌年２月28日(閏年は29日)までとなる。

更に更新した場合の入院期間は３月１日から８月 28日までとなる。)

(例：８月 31日に入院した場合、初めの入院期間は 11 月 30 日まで、更

新後の入院期間は12月１日から翌年２月28日(閏年は29日)までとなる。

更に更新した場合の入院期間は３月１日から８月 31 日までとなる。)

p.16 (９) (９)「病状の経過」の欄 (９)「症状の経過」の欄

p.16（12）
(12)「現在の症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像」

の欄

(10)と重複していたため、削除

以後の項目番号繰り上げ

p.37

Ⅵ主な書類の提出先及び提出期限の表 措置入院の欄 Ⅵ主な書類の提出先及び提出期限の表 措置入院の欄

別紙


